迷惑メール情報共有アソシエーション事務局　御中
迷惑メール情報共有アソシエーション参加申込書
申込年月日
平成20年 月 日
住所　

会社名　
代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印
迷惑メール情報共有アソシエーションに参加したいので、裏面の参加条件に同意のうえ、以下により申し込みます。
１．連絡先

①所属・役職　：
②氏名　　　　：
③連絡用メールアドレス　：
④公開用ＨＰのＵＲＬ　　：
２．「取り扱い注意対象情報」利用状況

①メール内のＵＲＬサイトへの接続　：有り・無し

②処理内容の確認等の目的での「取り扱い注意対象情報」の保存　：有り・無し
「有り」の場合の概略保存期間　：日・ヶ月

３．添付資料

①会社概要

②迷惑メール対策に関連した事業を行っていることを識別可能な情報

③共有情報受け取り後の概略処理又は処理フロー
（提供情報のどの部分を申し込み事業者の固有処理に使うかその概略が分かるもの。

具体的な迷惑メール判定等のロジックは不要。

「取り扱い注意対象情報」を保存する場合は、その削除までを含めること。）
④メール内のＵＲＬサイトへの接続を行う場合、メール受信者を識別可能な情報が含まれたＵＲＬで接続しないための対策（有・無）
（２．①が「有り」の場合は添付すること）
⑤個人情報保護に関する具体的な取り組み状況（有・無）
添付資料

1 会社概要
②迷惑メール対策に関連した事業を行っていることを識別可能な情報
③共有情報受け取り後の概略処理又は処理フロー
④メール内のＵＲＬサイトへの接続を行う場合、メール受信者を識別可能な情報が含まれたＵＲＬで接続しないための対策
⑤個人情報保護に関する具体的な取り組み状況




迷惑メール情報共有アソシエーション参加に関する条件

１．参加可否の決定について

迷惑メール情報共有アソシエーション（以下、「本アソシエーション」といいます。）への参加を認めるか否かの判断は、（財）日本データ通信協会迷惑メール相談センター内に設置した迷惑メール情報共有アソシエーション事務局（以下、「事務局」といいます。）が、参加を希望する事業者が同事務局において定める条件に合致しているか等を総合的に勘案して行うこととします。
２．本アソシエーション利用にあたっての条件
①本アソシエーションにおいて当協会が参加事業者に提供する情報（以下、「本情報」といいます。）を迷惑メール対策を講じる目的においてのみ利用することとし、その他の目的で利用することは出来ません。但し、事務局が承諾した場合及び、ＵＲＬコンテンツカテゴリビジネスを行っている参加事業者が、カテゴライズした内容をＵＲＬフィルタリング等の迷惑メール対策以外にも流用する場合は、この限りではありません。
②本情報を第三者に提供・漏洩することは出来ません。
③参加事業者は、迷惑メールに関わる事業につき、変更があった場合には速やかに事務局に連絡を行うものとします。この場合、事務局は参加事業者の参加資格を取り消すことがあります。
④本アソシエーション参加事業者名は公開します。

⑤以下に規定する取り扱い注意対象情報（以下、「取り扱い注意対象情報」といいます。）については、迷惑メール対策を含め、いかなる目的においても利用することはできません。

・情報提供者のメールアドレス情報

・メール内のＵＲＬをクリックすることでサイト側に伝達されるメール受信者を識別可能な情報

⑥取り扱い注意対象情報は、本情報を元に迷惑メール対策に必要な処理を行った後、速やかに消去するものとします。但し、処理内容の確認等の目的であらかじめ定める期間に限り取り扱い注意対象情報を保存する場合にはこの限りではありません。

⑦参加事業者は、本情報及び取り扱い注意対象情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければなりません。
⑧参加事業者が、本情報又は取り扱い注意対象情報を第三者に提供し又は漏洩させたときは、当該参加事業者は速やかに事務局に報告したうえ、事務局と協議のうえ、自らの費用と責任において解決しなければなりません。

３．脱退
以下に規定する場合には、参加事業者は本アソシエーションから脱退するものとします。

①参加事業者から本アソシエーション脱退の申し出があった場合
②２に定める条件に違反したと事務局が判断した場合
③その他参加事業者が本アソシエーションに参加することが望ましくないと事務局が判断した場合
４．免責等

①本アソシエーションにおいては、情報提供者から送付される電子メールをそのまま参加事業者に提供することとしており、本情報には違法メールや迷惑メール以外のメールが含まれていることを参加事業者はあらかじめ了承するものとします。

②本情報によって参加事業者に損害が生じた場合等、本アソシエーションによって参加事業者が被害を被った場合でも、参加事業者は当協会に対して損害賠償を請求することは出来ません。

５．参加期限
参加事業者の参加資格は、参加が認められた日から、その日から最初に到来する９月３０日まで有効です。有効期間経過後も継続して参加を希望する事業者は、期間満了の１ヵ月前から事前に継続参加申込を出来るものとします。
６．管轄裁判所

当協会と参加事業者との間で紛争を生じたときは、東京地方裁判所を第１審の専属的合意管轄裁判所とします。
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